
（案）
令和８年度市道上等死犬猫処理業務委託契約書
　那覇市（以下「甲」という。）と〇〇〇〇〇〇（以下「乙」という。）との間に、次のとおり業務委託契約を締結する。
  （業務内容）
第1条　甲は、那覇市道等の路上に放置されている死犬猫その他小動物死骸の収集運搬について乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
  （契約期間）
第2条　本契約の期間は、令和８年4月1日から令和９年3月31日までとする。
  （委託料及び支払方法）
第3条　業務委託料は、1件あたり金〇〇〇〇〇〇円とする。ただし、消費税及び地方消費税相当額は別途積算する。
2  甲は、乙からの業務処理報告書を受領し確認した後、毎月の委託料を別添支払計画書のとおり、乙からの適正な請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
　（業務仕様）
第4条　甲は収集用件の発生ごとに、乙に対してＦＡＸまたは電話による連絡を行い、乙は連絡のあったその日にすみやかに収集する。
2　収集範囲は、那覇市道（港湾管理道路含まない）上及び私道とその周辺とする。　
3　受付時間は２４時間体制とする。
4　処理時間は午前８時３０分から午後５時１５分までの間（以下時間内という）において、土日祝日を含む365日、収集処理を行うこと。ただし、受付が時間内であればその日のうちに処理すること。
5　乙は収集した当該死犬猫等を、一般廃棄物として那覇・南風原クリーンセンターに搬入するものとする。
（契約保証金）
第5条  契約保証金は免除する。（那覇市契約規則第30条第1項第9号）
（損害賠償）
第6条　乙が委託業務の処理に関し、甲または第三者に損害を与えたときはその賠償の責めに任ずる。

（契約の解除）

第7条　甲は乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。

(1)この契約に定める義務の不履行または不正の行為があったとき。

(2)乙に業務遂行能力がないと、明らかに認められるとき。
(3)乙から契約解除の申し出があったとき。この場合相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、甲乙協議してこれを定める。

2　甲がこの契約を解除しようとするときは、書面をもって30日前に予告しなければならない。
（暴力団等の排除）

第8条　甲は乙が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団関係者に該当すると判明したときは、この契約を解除することができる。
（権利義務の譲渡および再委託の禁止）
第9条 乙は、この契約によって生じた権利義務を、第三者に譲渡、継承させてはならない。
2　乙は、業務の処理を第三者に委託、請負させてはならない。ただし、書面による甲の承認を得た場合にはこの限りではない。
  （協　議）
第10条　本契約書に関して、甲と乙に疑義が生じたとき、または本契約に定めのない事項が生じたときは、甲乙協議のうえこれを定める。
　
  本契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自がその１通を所持する。
  　令和　　年　　月 　日
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